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日之影町告示第 11号 

 令和５年第３回日之影町議会臨時会を次のとおり招集する 

    令和５年３月 17日 

                               日之影町長 佐藤  貢 

１ 期 日  令和５年３月 24日 

２ 場 所  日之影町役場（議会議場） 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

久保 優一君          小谷 幸治君 

小川 輝久君          甲斐 睦彦君 

一水 輝明君          河野  學君 

甲斐 徳仁君          髙舘 英嗣君 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和５年 第３回 日 之 影 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 （第１日） 

                             令和５年３月 24日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和５年３月 24日 午後２時 00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 報告 諸般の報告 

 日程第４ 報告 議長が決定した議員派遣 

 日程第５ 議案第 27号 令和４年度日之影町一般会計補正予算（第１０号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 報告 諸般の報告 

 日程第４ 報告 議長が決定した議員派遣 

 日程第５ 議案第 27号 令和４年度日之影町一般会計補正予算（第１０号） 

────────────────────────────── 

出席議員（８名） 

１番 久保 優一君       ２番 小谷 幸治君 

３番 小川 輝久君       ５番 甲斐 睦彦君 

６番 一水 輝明君       ７番 河野  學君 

８番 甲斐 徳仁君       ９番 髙舘 英嗣君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

 局長 富士本浩一郎君   録音係（総務課補佐）  山田千登世君 

────────────────────────────── 
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説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 佐藤  貢君   副町長 ………………… 甲斐 敏弘君 

教育長 ………………… 橋本 範憲君   総務課長 ……………… 押方 明弘君 

地域振興課長 ………… 工藤 富士君   町民福祉課長 ………… 押方  誠君 

建設課長 ……………… 佐藤  尚君   教育次長 ……………… 平川 浩二君 

代表監査委員 ………… 小林 政隆君                      

────────────────────────────── 

午後２時 00分開会 

○議長（髙舘 英嗣君）  皆さん、こんにちは。傍聴者の皆様におかれましては、大変御多用のとこ

ろ、議会傍聴においでいただきまして、誠にありがとうございます。 

 これから令和５年第３回日之影町議会臨時会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（髙舘 英嗣君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、５番、甲斐睦

彦君、６番、一水輝明君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日１日に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、本日の会議に出席を求めた説明員の職・氏名は、お手元に配付したとおりであります。 

 議長報告については、さきに報告書を配付していますので、これを報告とします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議長が決定した議員派遣 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第４、議長が決定した議員派遣を報告します。 
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 議長が決定した議員派遣は、３月２０日、県道宇納間日之影線並びに県道日之影宇目線の整備促

進に関する要望に経済建設常任委員長、河野學君を派遣。 

 議長が決定した議員派遣は、以上１件であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第２７号 

○議長（髙舘 英嗣君）  次に、日程第５、議案第２７号令和４年度日之影町一般会計補正予算を議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第２７号令和４年度日之影町一般会計補正予算（第１０号）の提案理

由を説明いたします。 

 今回の補正は、災害復旧に要する経費、ふるさと応援寄附金に係るふるさと特産品返礼事業及び

ふるさと応援基金、地方消費税交付金等の交付決定による補正が主なものであります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 法人事業税交付金は３０１万２,０００円の追加。 

 地方消費税交付金は１,５７４万５,０００円の追加。 

 分担金及び負担金は、災害復旧費分担金で２４９万６,０００円の減額。 

 国庫支出金は、公共土木施設災害復旧費負担金で１,７００万円の減額。 

 県支出金は、農業施設災害復旧費補助金等で２億３万９,０００円の減額。 

 寄附金は、ふるさと応援寄附金で７３０万円の追加。 

 繰入金は、財政調整基金繰入金で１億２００万円の追加。 

 町債は、災害復旧債で５,９５０万円の減額。 

 以上、歳入補正を１億５,０９７万８,０００円の減額とし、歳入総額を６４億５,３１７万９,０

００円とするものであります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 総務費は、ふるさと特産品返礼事業費で２５６万円の追加。 

 災害復旧費は、現年発生農業施設災害復旧工事請負費等で１億６,０４４万円の減額。 

 諸支出金は、ふるさと応援基金費で７３０万円の追加。 

 予備費は３９万８,０００円の減額。 

 以上、歳出補正を１億５,０９７万８,０００円の減額とし、歳出総額を６４億５,３１７万９,０

００円といたします。 

 次に、第２表繰越明許費補正につきましては、翌年度に繰り越して使用することのできる経費を
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変更するものであります。 

 最後に、第３表地方債補正につきましては、借入限度額を変更するものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。久保優一君。 

○議員（１番 久保 優一君）  このたびの議案に対して、ふるさと納税に関連して質問いたします。 

 このたびの議案に対しまして、ふるさと納税のサイトを検索してみたところ、寄附受付一時停止

が４月１日から１７日の１０時までとなっておりますが、それで支障のようなものがありますで

しょうか。 

○議長（髙舘 英嗣君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 受入停止という内容でございますが、私が把握しておりますのは、その商品が品切れとなって閉

鎖した場合には、そういった状況が生まれるということでございます。 

 また、頂いた商品の中にも、追加で頂く場合には、新たにホームページ、ポータルサイトのほう

には掲載するというような手だては、しっかりやっているつもりでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑はありませんか。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  ふるさと納税の件でお聞きしたいと思いますが、毎年、納税額が増

額ということで、非常に喜ばしいことです。 

 そこで、まだまだ増額をこちらとしては望むわけですが、そこの返礼品は大体納税額、例えば１

億あったときに、返礼品としての想定というのは準備されているものか、お聞きしたいと思います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  返礼品のパーセントでいきますと、約３０％を返礼品に充てると

いうことでございます。残りの２０％は諸経費等の経費に対するもので、総務省のルールに基づき

まして行っているところでございます。（発言する者あり） 

 補足します。その金額についても確保しておりますので、必要に応じて対応はできる体制は取っ

ております。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  関連はないでしょうか。小川輝久君。 

○議員（３番 小川 輝久君）  関連でありますが、このふるさと応援寄附金が７３０万の増額とい

うことで、これまだ決定というわけではないと思うんですが、これだけ増えてまいりますと、それ
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に対するサイトのいろんな変更とか、そういったものも含めて、非常に煩雑になるんじゃなかろう

かと心配をしておりますが、その辺のところは大丈夫なのか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（髙舘 英嗣君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  ただいまの御質問でございますが、納税額が増えるということは

ありがたいことでございまして、そういった意味ではしっかりうちのほうのサポートも行っておる

中に、観光協会のほうにそういった主な業務を委託させていただいておりますが、そういった折に

はうちの職員も足を運びまして、現況を把握した上で、その問題となる煩雑的なところを整理して、

今後どういった形でやっていこうかというのを今、併せて検討はさせていただいておりますが、７,

０００万、８,０００万の状況であれば、今の体制で対応は可ということで把握しております。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  よろしいでしょうか。ほかに関連はないでしょうか。ほかに質疑はありま

せんか。甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  それでは、質問させていただきたいというふうに思います。 

 さきの全員協議会でも、事業課長であります建設課長のほうから、災害復旧に関連して、るる説

明は受けたところでありました。今回、数字の減額ということでございまして、国の負担割合が

はっきり示されたと。ある意味、数字的には安堵しておるところでありますけれども、今後の入札、

農地も早速、農地が忙しい季節が直近、控えておりますけれども、時系列に入札の方針なり、そし

て受注される相手方なりを含めてですね、今どのような組み上げ方といいますか、組立て方、発注

のありようというのをお聞かせください。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  農地災害の今後の発注予定でありますが、２月に１件、入札しており

まして、本日午後３時半から２８件、あ、すみません、３３件の入札を行う予定としております。

４月に１３件、入札を予定をしておりまして、これらの災害は、地主さんに確認を取りまして、今

年作付をするかしないかの確認をしまして、作付をしないというところを、夏場に仕事できるとこ

ろを発注しております。 

 その後、９月以降に、５年度予算で業者さんの工事、手持ち工事の進捗を見ながら、発注してい

きたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  そういうふうに土地の管理者としっかり情報共有しながら進めて

いっていただけるということでありますので、土地の所有者もですね、そういうことで安心をされ

る人もおられるでしょうし、それが結局離農というふうになったら、本末転倒になるわけではあり
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ますが、もう一つ、農業用水施設ですよ。ここらあたりの状況はどうですかね。例えば作付はした

いけど、肝腎要なものが来んければ水田はできんわけですが、相当な数、農業用水も傷んでおった

やに報告ありましたが、そこらあたりの状況をお聞かせください。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  施設の災害、特に用水路の災害でございますが、これ水を通さないと

作付ができませんので、本工事以外に材料支給とか、そういうもので水は通すようにしているとこ

ろでございます。作付までに水が通らないという用水路は全然ありません。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  甲斐徳仁君。 

○議員（８番 甲斐 徳仁君）  用水路についてはほぼ大丈夫と、間違いないですね。事業課長はそ

うおっしゃるので間違いないと思いますが、通水せんことには当然作れんわけでありますけれども、

その例えば用水路が全く機能不全状態で、相当な工事がかかるとなった場合、そういうところが多

いと思うんですが、災害に遭ったところは。そういうところは簡易なパイプを使って、暫定的な通

水ということで理解していいんですかね。そういう場合はあくまでも水が、８月、９月までは当然

必要となるわけですが、それはそうしながら、できる工事はそこから入ると。そういう体制が整え

ばということでいいんですか、水路の場合。 

○議長（髙舘 英嗣君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  用水用の場合、土砂が堆積して水が通れない、通水できない用水路に

つきましては、地元の方が、受益者が出てきて、土砂のけをして通すようにはしているところです。 

 水路自体が飛んでいる、例えば下小原の用水路とかは町道が飛んで、用水路も飛んでいます。そ

れにつきましては、応急仮工事として、パイプを山手に回して通水できるようにしているところで

す。全て通水できるような状態にはしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙舘 英嗣君）  関連はないでしょうか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙舘 英嗣君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第５、議案第２７号について、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（髙舘 英嗣君）  起立多数であります。よって、議案第２７号は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（髙舘 英嗣君）  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 令和５年第３回日之影町議会臨時会は、これにて閉会いたします。御苦労さまでした。 

午後２時 16分閉会 

────────────────────────────── 
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